
船舶インシデント調査報告書 

令和５年４月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和３年１０月３０日 １４時２０分ごろ 

発生場所 大分県大分市大分港北東方沖 

 大分港液化ガス備蓄防波堤灯台から真方位０７０°１.２海里付近 

 （概位 北緯３３°１５.７′ 東経１３１°４８.１′） 

インシデントの概要 プレジャーボート明
めい

成
せい

は、主機を中立運転として漂泊中、警報音が

鳴ったので主機を停止したところ、再始動できなくなり、運航不能と

なった。 

インシデント調査の経過 令和３年１１月２６日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 明成、２.４トン 

ＯＴ３－３６７８７（漁船登録番号）、有限会社明成工業 

第２７１－３８１８０号（船舶検査済票の番号） 

ディーゼル機関、船内外機、４サイクル、出力１２５.０kＷ、回転

数毎分４,０００、５気筒、ボア８１mm、使用燃料軽油、平成２５

年４月１８日進水 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人２人を乗せ、釣りを行いなが

ら主機を中立運転として漂泊中、警報音が鳴り、船長が、スターター

キーの操作で主機の運転を止めようとしたができなかったので、主機

本体の停止ボタンで止めたが、その後、主機の再始動ができなくなっ

た。 

船長は、運航不能と判断して１１８番通報により救助を要請し、本

船は、来援した巡視艇によって大分港鶴崎泊地にえい
．．

航された。 

船長は、平成３０年１０月から本船に乗船するようになり、本イン

シデント発生の前日には燃料タンクを満タンにして主機をかけ、目

視、聴音で異常がないことを確認し、本インシデント当日には、発航

前にバッテリの液量及び端子の緩みの有無を確認し、警報音が鳴るま

で主機や電気系統に異常を認めていなかった。 

 本船は、本インシデント後、機関修理業者が海外製である本船の主

機の状態を調査したところ、電子制御システムが封印された制御箱内

の装置に不具合が生じていたことが分かり、日本における取扱代理店

  



を通じて修理された。 

分析 本船は、主機を中立運転として漂泊中、船長が警報音に気付いて主

機を止めたものの、主機の電子制御システムに不具合を生じていたこ

とから、主機を再始動できなくなり、運航不能となったものと考えら

れる。 

原因  本インシデントは、本船が、主機を中立運転として漂泊中、船長が

警報音に気付いて主機を止めたものの、主機の電子制御システムに不

具合を生じていたため、主機を再始動できなくなったことにより発生

したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶の船長は、主機の電子制御システムの状態を確認する

ことは難しいので、機関修理業者に依頼して定期的に制御箱を

含めた同システムの状態を確認することが望ましい。 

 


